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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

 平素よりお世話になります。
 本市周辺においても、新型コロナウイルスの発生事例が報告され、今後拡大の可能性のある中、
厚生労働省より、要介護認定の臨時的な取り扱いが示されました。
 内容としては、コロナウイルスの感染を予防する観点から、要介護認定調査において、面会が
困難な場合において、要介護認定および要支援認定の有効期間を１２ヶ月延長できることとなり
ましたので、別紙のとおり周知します。

対象となる申請区分： 更新申請
※新規申請・区分変更申請については、対象としない

手続き方法
通常どおり更新申請をしていただき、申請時や、日程調整時に、訪問が困難と判断した
際に、認定調査及び審査会を実施せず、「職権」で、１２ヶ月の延長を行います。

※ただし、すべての更新を１２ヶ月で延長すると、次年度の申請件数が増大し、次回の
更新時期に遅延する恐れがあるため、安定している方は、なるべく通常の手続きをし、
有効期間を２４～３６ヶ月としていきたいと考えています。

【流れ】
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（その４） 

 

 

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」

（令和２年２月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）において、介護保険

施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることに

より、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、当該被保

険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に新たに12

ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることをお示ししたところ

です。 

今般、当該被保険者以外の全ての被保険者について、新型コロナウイルス感染

症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定及

び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が

定める期間を合算できることとします。 

ついては、本件事務連絡について、管内の市町村に周知をお願いします。 
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